
＊��玄関の階段の上り下りが大変になった…。
＊��廊下に手すりがあると歩きやすいな。
＊��玄関に段差があって躓

つまず
いて転んでしまう…。

＊��ドアを引き戸に交換したい。
＊��畳を板張りにして車いすが操作
しやすくしたい。
＊��洋式便器に交換したい。

日々の暮らしの中でこんなことありませんか？

そんな時には住宅改修を利用して
安心して住み慣れた自宅で過ごしましょう。

困ったことがあったら、お気軽に大石田町地域包括支援センターにご相談ください。

こんにちは☆地域包括支援センターです！

介護の相談をお受けいたします介護の相談をお受けいたします
不安な介護を安心な介護に変えましょう不安な介護を安心な介護に変えましょう

大石田町地域包括支援センター
場所：特別養護老人ホーム「仁風荘」内

営業日：月曜日～土曜日　営業時間：８：３０～１７：３０
※１２／３１～１／３は休業日です。 ☎３６－１５２０

留意事項
通算して２０万円までの改修費用を対象
とします。
その内自己負担額（１・２・３割）を
除いた額が介護保険で支給となります。
２０万円を超えた部分の金額は全額自己
負担となります。

マークが介護保険対象工事例です。

住宅改修の主な改修箇所

要介護認定要介護認定 ケアマネにケアマネに
相談相談

施工業者と施工業者と
契約契約

役所に役所に
事前申請事前申請

施工・完成施工・完成

支払い支払い
手続き手続き

利用までの流れ

犯人はあなたのお金を狙っています。おかしいと思ったら、下記にご相談ください。
■山形県消費生活センター　　　☎ １８８（消費者ホットライン）
　山形県警察　尾花沢警察署　　☎ ２４－０１１０
　大石田町総務課総務グループ　☎ ３５－２１１１（内線２１８）
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